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(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ

(57)【要約】
【課題】  重複材料を除き、コスト低減し、特定の機械
的実装設計を排除し、信頼性を増大させた、タッチスク
リーン－フラットパネルディスプレイシステム。
【解決手段】  ａ）二つの面を有する透明基体、ｂ）前
記基体を通して発光するための、前記基体の一方の面上
に配置された、アクティブマトリックスエレクトロルミ
ネッセンスディスプレイを形成する、トランジスタスイ
ッチングマトリックス及び発光層、ｃ）前記基体のもう
一方の面上に配置されたタッチスクリーンの接触感知素
子、ｄ）前記基体の前記一方の面上に配置されたタッチ
スクリーンコントローラの構成部品、並びにｅ）前記基
体の前記もう一方の面上の前記タッチスクリーン素子
に、前記基体の前記一方の面上の前記タッチスクリーン
コントローラの構成部品を接続するための電気コネクタ
を含んでなる一体化されたタッチスクリーンを備えた有
機エレクトロルミネッセンスディスプレイ。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ａ）二つの面を有する透明基体、
ｂ）前記基体を通して発光するための、前記基体の一方
の面上に配置された、アクティブマトリックスエレクト
ロルミネッセンスディスプレイを形成する、トランジス
タスイッチングマトリックス及び発光層、
ｃ）前記基体のもう一方の面上に配置されたタッチスク
リーンの接触感知素子、
ｄ）前記基体の前記一方の面上に配置されたタッチスク
リーンコントローラの構成部品、並びに
ｅ）前記基体の前記もう一方の面上の前記タッチスクリ
ーン素子に、前記基体の前記一方の面上の前記タッチス
クリーンコントローラの構成部品を接続するための電気
コネクタ
を含んでなる一体化されたタッチスクリーンを備えた有
機エレクトロルミネッセンスディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は一般的にカラーフラ
ットパネルディスプレイ、より具体的には、抵抗性接触
感知パネルを備えたエレクトロルミネッセンスフラット
パネルディスプレイに関する。
【０００２】
【従来の技術】最近の電子装置はサイズの縮小とともに
機能性の増大を提供する。電子装置内に継続的により多
くの能力を集積することによって、コストが低下し、信
頼性が増大する。タッチスクリーンは、従来のソフトデ
ィスプレイ、例えば、ブラウン管（ＣＲＴ）、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ及びエレク
トロルミネッセンスディスプレイと組み合わせて用いら
れることが多い。タッチスクリーンは、別個の装置とし
て製造され、ディスプレイの目で見る側に機械的に組合
せられる。
【０００３】抵抗性タッチスクリーンには、４線式、５
線式及び８線式の３種類がある。これら３つのタイプは
似たような構造を有する。図１のａは抵抗性タッチスク
リーン１０及びそれが接続されている外部回路構成の正
面図を示す。図１のｂは抵抗性タッチスクリーン１０の
側面図を示す。この抵抗性タッチスクリーン１０の接触
感知素子１４は、下部回路層２０、スペーサードット２
４のマトリックスを有するフレキシブルスペーサー層２
２、フレキシブル上部回路層２６、及びフレキシブルト
ップ保護層２８を含む。これらの層は全て透明である。
下部回路層２０は基体１２上に回路パターンを形成する
導電性材料を含む。
【０００４】４線式、５線式、及び８線式タッチスクリ
ーンの大きな違いは、下部回路層２０及び上部回路層２
６内の回路パターン並びに抵抗測定を行う手段である。
外部コントローラ１８はケーブル１６を介してタッチス
クリーン回路構成に接続されている。ケーブル１６内の
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導線は、下部回路層２０と上部回路層２６内の回路構成
に接続されている。外部コントローラ１８はタッチスク
リーン回路素子に印加する電圧を調節する。
【０００５】抵抗性タッチスクリーンが押されると、押
している物体（指、スタイラス、又は他の物体）がトッ
プ保護層２８、上部回路層２６及びスペーサー層２２を
変形させ、触った点のところで、下部回路層２０と上部
回路層２６との間に導電路を形成する。触った点のとこ
ろで回路内の相対抵抗に比例して電圧（接触座標電圧と
いう）が形成され、これをケーブル１６の他端に接続さ
れている外部コントローラ１８で測定する。そしてコン
トローラ１８は触れた点の（Ｘ、Ｙ）座標を計算する。
抵抗性タッチスクリーンの操作の詳細は、「Touch Scre
en ControllerTips」, Application Bulletin AB-158, 
Burr-Brown, Inc. (Tucson, Arizona),を参照された
い。
【０００６】外部コントローラ１８は一般的にプリント
回路板３０にハンダ付けされた一体式回路である。ケー
ブル１６は、これもプリント回路板３０にハンダ付けさ
れているコネクタ３２にプラグ接続される。ケーブル１
６内の導線は、外部コントローラ１８とコネクタ３２と
の間に走る、プリント回路板上に配置されたトレースを
とおって外部コントローラ１８を接続する。
【０００７】外部コントローラ１８は、３つの分岐回路
（電圧印加回路３４、接触検出回路３６及び多重化回路
３８）からなる。電圧印加回路３４は、タッチスクリー
ンの電極の電圧の配置を選択する。接触検出回路３６は
タッチスクリーンから読み取られる電圧をモニタして、
接触がなされた時を決定し、触れた点の（Ｘ、Ｙ）座標
を計算する。その後、接触点の（Ｘ、Ｙ）座標は、プリ
ント回路板のもう一つの一体化回路３９（マイクロプロ
セッサであることが多い）に伝送される。外部コントロ
ーラは市販されており、例えば、ADS7846(Texas Instru
ments, Dallas,Texas)である。
【０００８】図２に示すように、接触検出回路３６はＡ
Ｄコンバータ４０及び計算回路４２を含むことが多い。
ＡＤコンバータ４０は、接触点で測定されたアナログ電
圧をデジタル値に変換する。計算回路４２は、組み込み
型プロセッサであることが多く、あるいはデジタル電圧
値をモニタし、その電圧値に基づいて接触の存在を検出
し、そしてデジタル電圧値の大きさに基づいて接触の座
標を計算できる他の回路である。他の処理、例えば、ノ
イズを最小にするための平均値計算等もすることができ
る。
【０００９】図１のａの多重化回路３８は、ケーブル１
６内のどの導線が電圧印加回路３４及び接触検出回路３
６を回るかを決定する。この経路は、Ｘ、Ｙ座標を決定
するために変わる。外部コントローラ１８は通常、プリ
ント回路板３０に発生するクロックに応答し、電圧イン
プットも有している。ケーブル１６は、４線式タッチス
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クリーンでは四つの座標、５線式タッチスクリーンでは
五つの座標、そして８線式タッチスクリーンでは八つの
座標を有する。多重化回路３８は、４線式タッチスクリ
ーンでは、電圧印加回路３４に向かう二つの線及び接触
検出回路３６に向かう二つの線を有する。多重化回路３
８は、５線式タッチスクリーンでは、電圧印加回路３４
に向かう四つの線及び接触検出回路３６に向かう一つの
線を有する。
【００１０】図３は、米国特許第5,937,232号（Tang、1
999年、8月10日発行）明細書に示されているタイプの有
機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）フラットパネルディスプ
レイ７０のような典型的な従来技術のエレクトロルミネ
ッセンスディスプレイの断面図を示す。ＯＬＥＤディス
プレイは、ディスプレイ装置のための機械的な支持を提
供する基体７２、トランジスタスイッチングマトリック
ス層７４、有機発光ダイオードを形成する物質を含有す
る発光層７８、及びフラットパネルディスプレイ内の回
路構成を外部コントローラ８１に接続するケーブル８０
を含んで成る。基体７２は一般的にはガラスであるが、
他の材料、例えば、プラスチックを用いることもでき
る。トランジスタスイッチングマトリックス層７４は、
所定の時間に画像データを受け取るＯＬＥＤディスプレ
イ内のピクセルを選択するのに用いられる薄膜トランジ
スタ（ＴＦＴ）７６の二次元アレイを有する。この薄膜
トランジスタ７６は通常の半導体製造プロセスで作ら
る。従って、特別の薄膜トランジスタ７６を用いて種々
の用途の回路を構成してもよい。Feldman等の米国特許
出願第09/774,221号（2001年1月30日出願）明細書に記
載されているように、アクティブマトリックスフラット
パネルディスプレイ内にＴＦＴが在ると、ディスプレイ
機能と同じ基体にディスプレイ機能以外の機能を組み込
んで、システムオンパネル（system-on-panel）を形成
することが可能である。ＯＬＥＤディスプレイは外部コ
ントローラ８１で生成された制御信号に応答する。これ
らの制御信号は一般的にピクセルクロック（ドットクロ
ックともいう）、垂直同期信号（ＶＳＹＮＣ）、及び水
平同期信号（ＨＳＹＮＣ）を含む。
【００１１】従来、フラットパネルディスプレイと一緒
にタッチスクリーンを用いる場合、タッチスクリーンは
単にフラットパネルディスプレイの上に置かれ、フレー
ム等の機械的な取り付け手段で両者が一緒に保持されて
いた。図４はＯＬＥＤフラットパネルディスプレイの上
に取り付けられたそのようなタッチスクリーンの配置を
示す。タッチスクリーンとＯＬＥＤディスプレイを組み
立てた後、二つの基体１２及び７２は、フレーム８２内
に一緒に配置され、機械的なセパレータ８４で分離され
ていることが多い。でき上がった組立て体は、タッチス
クリーン及びフラットパネルディスプレイを外部コント
ローラ１８（図１）及び８１（図３）に接続する二つの
ケーブル１６及び８０を有する。
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【００１２】米国特許出願第09/826,194号（Siwinski
等、2001年4月4日出願）には、有機エレクトロルミネッ
センスフラットパネルディスプレイがタッチスクリーン
と一体化されて、共通の基体を共同で使う装置が提案さ
れている。この発明は、コスト低減、一体化工程無し、
質量と厚み低減、そして光学的品質の向上という点で、
現行のタッチパネルとフラットパネルディスプレイの組
合せを超える利点を有する。
【００１３】上述したように、外部コントローラ１８は
従来の抵抗性タッチスクリーンを制御する。そのような
抵抗性タッチスクリーンは、簡単であるために製造さ
れ、タッチスクリーンそれ自体にタッチスクリーンコン
トローラを組み込むことができる、例えば薄膜トランジ
スタのような半導体回路構成を含まない。
【００１４】従来、タッチスクリーン及びアクティブマ
トリックスフラットパネルディスプレイを制御する信号
は全て、２つのケーブルを通してそれぞれの装置内に持
ち込まれている。フラットパネルディスプレイ及びタッ
チスクリーンの操作は類似性があるので、これらの装置
内に持ち込まれる信号には重複がある。この重複はケー
ブル内に余分な導線を生じ、ケーブルコストを追加し、
これらの導線を通ってノイズが装置に入る機会を増加さ
せる。さらに、プリント回路板上の関連するコネクタ類
は、余分のピンを有し、さらにシステムコスト及び電気
的ノイズ注入の機会を増加させる。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】重複する材料を取り除
き、コストを低減し、特定の機械的な実装設計を排除
し、そして信頼性を増大させる、改良されたタッチスク
リーン－フラットパネルディスプレイシステムのニーズ
が依然として存在する。
【００１６】
【課題を解決するための手段】この要求は、
ａ）二つの面を有する透明基体、
ｂ）前記基体を通して発光するための、前記基体の一方
の面上に配置された、アクティブマトリックスエレクト
ロルミネッセンスディスプレイを形成する、トランジス
タスイッチングマトリックス及び発光層、
ｃ）前記基体のもう一方の面上に配置されたタッチスク
リーンの接触感知素子、
ｄ）前記基体の前記一方の面上に配置されたタッチスク
リーンコントローラの構成部品、並びに
ｅ）前記基体の前記もう一方の面上の前記タッチスクリ
ーン素子に、前記基体の前記一方の面上の前記タッチス
クリーンコントローラの構成部品を接続するための電気
コネクタ
を含んでなる一体化されたタッチスクリーンを備えた有
機エレクトロルミネッセンスディスプレイを提供する本
発明によって達成される。
【００１７】
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【発明の実施の形態】タッチスクリーンコントローラ
は、従来のＣＭＯＳ製造プロセスを用いて製造され、ト
ランジスタスイッチング技法を用いるために設計された
半導体集積回路である。アクティブマトリックスフラッ
トパネルディスプレイ及びタッチスクリーンコントロー
ラの設計と製造プロセスには類似点がある。
【００１８】アクティブマトリックスフラットパネルデ
ィスプレイ及びタッチスクリーンコントローラは両方と
もクロックに同期された種々の信号によって制御され
る。さらに、タッチスクリーン、タッチスクリーンコン
トローラ、及びフラットパネルディスプレイに、電圧が
かけられる。従って、アクティブマトリックスフラット
パネルディスプレイ及び抵抗性タッチスクリーンコント
ローラの動作には類似性がある。
【００１９】従って、本発明では、タッチスクリーンコ
ントローラの１つ以上の構成部品をアクティブマトリッ
クスフラットパネルディスプレイのトランジスタスイッ
チングマトリックスと共通の基体上に一体化する。
【００２０】図５のａ及びｂは、本発明に従って一体化
されたタッチスクリーンとタッチスクリーンコントロー
ラとを有するディスプレイを示す。一般的に１００で表
すエレクトロルミネッセンスディスプレイは、同時出願
のFeldman等の米国特許出願第09/855,449号(2001年5月1
5日出願)に記載されているように、トランジスタスイッ
チングマトリックス層７４及び基体を通して発光するた
めの、前記基体の一方の面上に形成された、エレクトロ
ルミネッセンスディスプレイの材料を有する発光層７
８、前記基体１０２のもう一方の面上に形成されたタッ
チスクリーンの接触感知素子１４を有する単一の基体１
０２、並びに前記エレクトロルミネッセンスディスプレ
イ１００を外部電子回路１０６に接続するために用いる
ことができる単一のフレックスケーブル１０４を含む。
【００２１】本発明に従うと、トランジスタスイッチン
グマトリックス層７４は、エレクトロルミネッセンスデ
ィスプレイの制御を提供することに追加して、完全な又
は部分的な抵抗性オンパネルタッチスクリーンコントロ
ーラ１１２も提供する薄膜トランジスタ７６を含む。発
光層７８はエレクトロルミネッセンス材料を含み、エレ
クトロルミネッセンスディスプレイの中心部分に配置さ
れ、エレクトロルミネッセンスディスプレイのアクティ
ブ領域１１０と呼ばれる領域に配置されている。
【００２２】基体１０２はガラス又はプラスチックのよ
うな透明材料から作られ、トランジスタスイッチングマ
トリックス層７４、発光層７８及び接触感知素子１４の
ための機械的な支持を提供するのに十分厚い。導線１０
８は、接触感知素子１４をタッチスクリーンコントロー
ラ１１２に接続し、基体１０２の端部に配置されてい
る。ケーブル１０４は、画像データ、ディスプレイ制御
信号、バイアス電圧、及びタッチスクリーン信号を外部
電子回路１０６とエレクトロルミネッセンスディスプレ
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イ１００のとの間に通すことができる導線を有する。
【００２３】この態様でのケーブル１０４内の導線の数
は、前述の従来技術のケーブル１６（図１のａ）に必要
な導線の数とケーブル８０（図３）に必要な導線の数を
加えたものよりも小さい。この改良されたディスプレイ
は、ケーブル１０４内での重複する導線の必要性を除去
し、ディスプレイそれ自体の中にタッチスクリーンコン
トローラ機能の一部又は全部を配置する。これによっ
て、このシステムの材料の量を低減し、それによって、
システムコスト、製造コスト、及びそしてシステム一体
化の複雑さを低下させる。
【００２４】システム設計上の制約に基づいて、タッチ
スクリーンコントローラ１１２内に、種々のタッチスク
リーンコントローラ機能を与えることができる。ここで
三種類の態様が考えられる。
【００２５】図６はタッチスクリーンコントローラ回路
１１２が、随意選択のクロックデバイダ回路１２６、電
圧印加回路３４、及び多重化回路３８を含む本発明の態
様を表す。接触検出回路は、外部電子回路１０６（図５
のａ）に与えられている。タッチスクリーンコントロー
ラ回路１１２にかけられる電圧１２０及び１２２は、典
型的な画像ディスプレイ機能に用いられる電圧からとら
れる。接触が起きると、感知された電圧の変動（及び、
抵抗の変動）が、（Ｘ、Ｙ）座標抽出のためにケーブル
１０４を通して外部コントローラに送られる。
【００２６】クロックデバイダ回路１２６は、入力クロ
ックパルス列１２４をより低い振動数に分割する。典型
的に、入力クロックパルス列は、ピクセルクロック等の
画像ディスプレイを制御するのに必要とされるクロック
からとられる。あるいは、水平同期（ＨＳＹＮＣ）又は
垂直同期（ＶＳＹＮＣ）パルスを入力クロックとして用
いることができる。これらの信号が周期的であるからで
ある。大部分の正規クロック信号がそうであるように、
これらの同期信号は５０％動作周期を持たないことが多
い。５０％動作周期は、クロックデバイダ回路１２６の
ような周波数分割器を用いることによってこれらの同期
信号を使って生成することができる。
【００２７】ピクセルクロックが、通常、これら三つの
信号の中で最も速く、次いでＨＳＹＮＣ、そしてＶＳＹ
ＮＣである。ＶＧＡ解像度及び６０Ｈｚフレーム再生率
のフラットパネルディスプレイの場合、ピクセルクロッ
クはおおよそ３０ＭＨｚ（１クロック周期当たり１ピク
セル伝送と仮定）、ＨＳＹＮＣはおおよそ３０ＫＨｚ、
そしてＶＳＹＮＣはおおよそ６０Ｈｚである。クロック
デバイダ回路１２６のサイズを最小にするために、振動
数がタッチスクリーンコントローラの必要性に最も近い
信号を選択することができる。
【００２８】電圧印加回路３４の出力を多重化回路３８
に接続する。多重化回路３８は、適切な電圧を接触感知
素子１４内の適切な抵抗素子送り、接触座標電圧を処理
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7
のための別の回路構成に送る回路構成を含む。多重化回
路３８の正確な回路実現が、このタイプのタッチスクリ
ーン（４線式又は５線式）に特有なことである。多重化
回路３８の詳細な態様を以下に説明する。
【００２９】このタイプのタッチスクリーンコントロー
ラ回路１１２は、画像ディスプレイの製造プロセスに存
在する薄膜トランジスタリソグラフィの利点を採用し
て、タッチスクリーンコントローラ回路の一部をディス
プレイそれ自体上に配置するという利点を有する。タッ
チスクリーンコントローラ回路１１２は、比較的単純で
サイズが小さく、画像ディスプレイ制御及びバイアスに
必要とされる種々の信号を利用することによって、通常
の４線式タッチスクリーンコントローラのためのケーブ
ル１０４に必要な四つの導線の内の二つの必要性も除去
する。
【００３０】タッチスクリーンコントローラ回路１１２
は、画像ディスプレイ制御及びバイアスに必要とされる
種々の信号を利用することによって、通常の５線式タッ
チスクリーンコントローラのためのケーブル１０４に必
要な五つの導線の内の四つの必要性を除去する。さらな
るトランジスタ集約かつ面積集約接触検出回路３６（図
１）が、プリント回路板上の外部電子回路１０６（図５
のａ）に配置され、その場合そのような回路構成のため
の通常の製造プロセスがさらに有効である。
【００３１】図７はタッチスクリーンコントローラ回路
１１２が、随意選択のクロックデバイダ回路１２６、電
圧印加回路３４、多重化回路３８、アナログ／デジタル
コンバータ（ＡＤＣ）４０、及びデジタルインターフェ
ース回路１２８を含む本発明の態様を表す。クロックデ
バイダ回路１２６、電圧印加回路３４、及び多重化回路
３８の動作は、図６の態様に関連する記載と同じであ
る。図７に示す態様では、多重化回路の接触電圧出力
は、接触感知素子によって測定されたアナログ電圧をデ
ジタル形態に変換するアナログ／デジタルコンバータ
（ＡＤＣ）４０の入力に送られる。デジタル化された電
圧は、デジタルインターフェース回路１２８を通り、ケ
ーブル１０４内の一つ以上の導線を通って外部電子回路
１０６（図５のａ）内の計算回路４２（図２）に伝送さ
れ、そこで、デジタル電圧は接触座標に変換される。
【００３２】デジタルインターフェース回路１２８は、
デジタルデータをシリアル又はパラレルに伝送すること
ができる。人間が感知する応答時間はディスプレイピク
セルクロックと比較すると通常は遅いので、デジタル接
触データの伝送はシリアルで行われることが多い（デー
タレートは低下するが、パラレル伝送に関連する一つ以
上の導線を排除する）。デジタルインターフェース回路
１２８は、通常、ピクセルクロック等の既知のクロック
と同期される。この態様は、プリント回路板の外部電子
回路にケーブル１０４を通して伝送する前に、測定され
た電圧をデジタル形態に変換するという利点を有する。
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このことによって、測定された電圧の雑音排除性が大き
く改善され、より正確な接触位置計算を可能にする。
【００３３】図８はタッチスクリーンコントローラ回路
１１２が、随意選択のクロックデバイダ回路１２６、電
圧印加回路３４、多重化回路３８、アナログ／デジタル
コンバータ（ＡＤＣ）４０、計算回路４２及びデジタル
インターフェース回路１２８を含む本発明の態様を表
す。クロックデバイダ回路１２６、電圧印加回路３４、
多重化回路３８及びアナログ／デジタルコンバータ（Ａ
ＤＣ）４０の動作は、図７の態様に関連する記載と同じ
である。この態様では、アナログ／デジタルコンバータ
（ＡＤＣ）４０の出力は、計算回路４２の入力に送られ
る。計算回路４２は、エレクトロルミネッセンスディス
プレイそれ自体の上でタッチスクリーン座標を計算する
ことができ、そしてこのタッチスクリーン座標をデジタ
ルインターフェース回路１２８を通って外部電子回路１
０６（図５のａ）に伝送することができる。
【００３４】この態様は、エレクトロルミネッセンスデ
ィスプレイ１００それ自体の上で、タッチスクリーン座
標を生成するという利点を有する。それ故、タッチスク
リーン機能全体が一つのデバイスに含まれ、回路機能の
分割を改良することによってシステム設計を改善する。
抵抗性タッチスクリーン操作のための外部電子回路１０
６（図５のａ）内には、追加の回路構成は必要でなく、
エレクトロルミネッセンスディスプレイ１００を有する
システムのtime-to-marketを改善する。
【００３５】図９は従来技術の４線式抵抗性タッチスク
リーンの電気的構造を示す。下部回路層２０は、一方向
に向けられた二つの平行する金属バー５０及び５１、並
びにその金属バー５０及び５１の間に広がる抵抗ＩＴＯ
被膜５４を有する。上部回路層２６は金属バー５０及び
５１に対して垂直な二つの金属バー５２及び５３、並び
にその金属バー５２及び５３の間に広がる抵抗ＩＴＯ被
膜５４を有する。下部回路層２０及び上部回路層２６
は、スペーサードットのマトリックスを含むフレキシブ
ルスペーサー層２２（図１のｂ）で分離されている。接
触を感知するために、外部タッチスクリーンコントロー
ラは二つの平行する金属バーの間に電圧をかけ、間にあ
る抵抗ＩＴＯ被膜に電圧傾度を形成する。そして、他の
二つの平行する金属バーは電圧プローブポイントとして
用いられる。接触が起きると、二つの抵抗ＩＴＯ被膜５
４及び５６は接触点のところで短絡する。第一抵抗ＩＴ
Ｏ被膜上のその点での電圧は第二抵抗ＩＴＯ被膜に伝え
られる。もう一組の平行金属バーを横切って対応する電
圧が生じ、ケーブル１６の導線を介して外部タッチスク
リーンコントローラ１８内の接触検出回路３６（図１）
に伝送される。接触検出回路３６（図１）は、タッチス
クリーンから読み取られる電圧をモニタし、何時接触が
なされたかを決定し、第一の二つの平行する金属バーに
わたって配置された電圧から接触点の（Ｘ、Ｙ）座標を
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9
計算する。Ｘ座標を測定するために、電圧傾度を平行金
属バー５２及び５３に適用する。Ｙ座標を測定するため
に、電圧傾度を平行金属バー５０及び５１に適用する。
【００３６】改良されたフラットパネルディスプレイ及
び４線式抵抗性タッチスクリーンシステムは、接触感知
素子、発光材料を組み込んだ単一の基体、単一のケーブ
ル、及びタッチスクリーンコントローラ回路構成を用い
る。図１０のａ及びｂはこの態様を示す。図５のａに示
される接触感知素子１４は図１０のａ及びｂの態様では
４線式抵抗性タッチスクリーンに具現化され、基体１０
２の最上部に配置される。アクティブ領域１１０を有す
るエレクトロルミネッセンスディスプレイは、基体１０
２の底部に形成される。タッチスクリーンコントローラ
の一部又は全部を与える回路構成１１２も基体１０２の
底部面上に形成される。抵抗性タッチスクリーン素子の
金属バー５０、５１、５２及び５３は、導線１０８をと
おって抵抗性タッチスクリーンコントローラ１１２に接
続される。
【００３７】図６、７及び８に関して記載したように、
システム設計上の制約に基づいて、タッチスクリーンコ
ントローラ１１２内に、種々のタッチスクリーンコント
ローラ機能を与えることができる。この回路構成を５線
式及び４線式タッチスクリーンにおいて用いることがで
きる。二つのタイプのタッチスクリーンにおいて実現す
る上での主たる違いは、多重化回路３８の実施である。
【００３８】図１１は、４線式タッチスクリーンに用い
られる電圧印加回路３４及び多重化回路３８の態様を示
す。電圧印加回路３４は、接触感知素子１４の電極にど
れだけ電圧をかけるかを選択する回路構成を有し、読み
取られる接触点の座標を制御する。電圧印加回路３４
は、Ｘ／Ｙ座標選択回路１２９及びインバータ１３０か
らなる。Ｘ／Ｙ座標選択回路１２９は、一般的に、その
入力クロックの各サイクルのときにトグルされることが
できるフリップフロップである。フリップフロップが低
位状態のとき、Ｘ座標が測定される。フリップフロップ
が高位状態のとき、Ｙ座標が測定される。インバータ１
３０を用いてフリップフロップ出力のインバースを生成
する。
【００３９】多重化回路３８は、四つのアナログトライ
ステートバッファ１３４、１３６、１３８及び１４０、
並びに二つの電子スイッチ１４２及び１４４を有する。
各トライステートバッファは、使用可能にされた時、そ
の入力電圧を適切な金属バーに送り、使用不能にされた
時、電圧伝送を止める。ここで考えられる態様では、ト
ライステートバッファのエネイブル入力に関して論理レ
ベルが高であるとその入力電圧を出力に通すことがで
き、論理レベルが低であると出力への入力電圧の伝送を
不能にする。各電子スイッチはその電圧選択信号の論理
レベルの基づいて、二つの入力電圧の一方をその出力に
通す。ここで考えられる態様では、図１１に記載されて
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いるように、電圧選択信号に関して論理レベルが高であ
ると上部入力電圧を電子スイッチの出力に通す。電圧選
択信号に関して論理レベルが低であると下部入力電圧を
電子スイッチの出力に通す。
【００４０】図１０のａ及び１１を参照すると、Ｘ／Ｙ
座標選択回路１２９が高論理レベルを有すると、トライ
ステートバッファ１３４及び１３８は使用可能である
が、トライステートバッファ１３６及び１４０は使用不
能である。従って、電圧１２０金属バー５０に配置さ
れ、電圧１２２は金属バー５１に配置される。金属バー
５２及び５３は、電圧１２０又は１２２によって駆動さ
れない。電圧傾度は抵抗ＩＴＯ被膜５４にわたって配置
され、Ｙ方向の接触を検出可能にする。接触が起きる
と、接触位置のＹ座標に比例した電圧数が上部回路層２
６の抵抗ＩＴＯ被膜５６に伝送される。従って、電圧数
は金属バー５２及び５３に伝送される。その後、電子ス
イッチ１４２及び１４４は、これらの電圧数をアナログ
／デジタルコンバータ（示されてない）又はケーブル
（示されてない）内の導線に伝送する。これらの電圧数
を用いて、接触位置のＹ座標を計算することができる。
【００４１】Ｘ／Ｙ座標選択回路１２９が低論理レベル
を有すると、トライステートバッファ１３６及び１４０
は使用可能であるが、トライステートバッファ１３４及
び１３８は使用不能である。従って、電圧１２０金属バ
ー５２に配置され、電圧１２２は金属バー５３に配置さ
れる。金属バー５０及び５１は、電圧１２０又は１２２
によって駆動されない。電圧傾度は抵抗ＩＴＯ被膜５６
にわたって配置され、Ｘ方向の接触を検出可能にする。
接触が起きると、接触位置のＸ座標に比例した電圧数が
下部回路層２０の抵抗ＩＴＯ被膜５４に伝送される。従
って、電圧数は金属バー５０及び５１に伝送される。そ
の後、電子スイッチ１４２及び１４４は、これらの電圧
数をアナログ／デジタルコンバータ（示されてない）又
はケーブル（示されてない）内の導線に伝送する。これ
らの電圧数を用いて、接触位置のＸ座標を計算すること
ができる。
【００４２】図１２は従来技術の５線式抵抗性タッチス
クリーンの電気的構造を示す。下部回路層２０は、コー
ナーに配置され、抵抗ＩＴＯ被膜６４に接続された四つ
の金属電極６０、６１、６２及び６３を有する。四つの
金属電極６０、６１、６２及び６３は、またケーブル１
６の四つの導線に接続されている。また、下部回路層に
は、ケーブル１６の導線に接続されている金属電極６６
がある。上部回路層２６は、透明金属導体導電性領域６
８に接続された一つの金属電極６５を有する。フレキシ
ブルスペーサー層（示されてない）が下部回路層２０と
上部回路層２６とを分離している。製造の際に金属接点
６５と６６とは電気的に一緒に接続され、透明金属導電
性領域６８上の電圧をケーブル１６に伝送する。接触を
感知するために、外部タッチスクリーンコントローラ
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（示されてない）は四つの金属電極６０、６１、６２及
び６３に電圧をかけ、間にある抵抗ＩＴＯ被膜６４に電
圧傾度を形成する。通常は、これら四つの金属電極のう
ち二つは、それらに印加された一定電圧を常に有してい
る。一定電圧を保持するこの二つの金属電極は通常、互
いに対角にあり、例えば、金属電極６０は定電圧５Ｖを
有し、そして金属電極６３は定電圧０Ｖを有する。測定
される座標は、残りの二つ金属電極６１及び６２に印加
される電圧に依存する。五番目の金属電極６５を電圧プ
ローブポイントとして用いる。接触が起きると、抵抗Ｉ
ＴＯ被膜６４と透明金属導電性領域６８が、接触ポイン
トのところで短絡する。抵抗ＩＴＯ被膜上のその点での
電圧は透明金属導電性領域、取り付けられている金属電
極６５に伝えられ、そしてケーブル１６の導線を介して
外部タッチスクリーンコントローラ１８（図１のａ）内
の接触検出回路３６（図１のａ）に伝送される。接触検
出回路は、タッチスクリーンから読み取られる電圧をモ
ニタし、何時接触がなされたかを決定し、接触点の
（Ｘ、Ｙ）座標を計算する。
【００４３】Ｘ座標を測定するために、電圧傾度を抵抗
ＩＴＯ被膜６４のＸ方向に配置する。これを行うために
は、金属電極６２に５Ｖ印加し、金属電極６１に０Ｖを
印加する。Ｙ座標を測定するためには、金属電極６１に
５Ｖ印加し、金属電極６２に０Ｖを印加する。
【００４４】図６、７及び８に関して記載したように、
システム設計上の制約に基づいて、基体のエレクトロル
ミネッセンスディスプレイ側に配置されたタッチスクリ
ーンコントローラ１１２内に、４線式タッチスクリーン
同様、種々の５線式タッチスクリーンコントローラ機能
を与えることができる。５線式タッチスクリーンコント
ローラの場合、多重化回路３８は大きく異なる。
【００４５】図１４は、５線式タッチスクリーンに用い
られる電圧印加回路３４及び多重化回路３８の場合の本
発明の態様を示す。この態様では、電圧印加回路３４は
Ｘ／Ｙ座標選択回路１２９を有する。４線式の態様で必
要とされるような、インバータは必要でない。他の点で
は、電圧印加回路３４の動作は図１１に記載した４線式
の態様における動作と同じである。
【００４６】図１４を参照すると、多重化回路３８は、
金属電極６１及び６２に送られる電圧を決定する二つの
電子スイッチ１４８及び１５０からなる。金属電極６０
は電圧１２０に設定され、金属電極６３は電圧１２２に
設定される。
【００４７】Ｘ／Ｙ座標選択回路１２９が高論理レベル
を有すると、電子スイッチ１４８は、金属電極６１に電
圧１２０をかけ、そして電子スイッチ１５０は、金属電
極６３に電圧１２２をかけ、抵抗ＩＴＯ被膜６４のＹ方
向に亘って形成される電圧傾度を生じさせる。Ｘ／Ｙ座
標選択回路が低論理レベルを有すると、電子スイッチ１
４８は、金属電極６１に電圧１２２をかけ、そして電子
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スイッチ１５０は、金属電極６３に電圧１２０をかけ、
抵抗ＩＴＯ被膜６４のＸ方向に亘って形成される電圧傾
度を生じさせる。金属電極６５は常時、多重化回路を介
して、アナログ／デジタルコンバータ４０（示されてい
ない）又はケーブル１０４（示されていない）の導線に
接続されている。
【００４８】
【発明の効果】本発明は装置に外部接続を行うための導
線の数を最小限にして、装置質量を最小にし、重複する
材料を取り除き、コストを低減し、特定の機械的な実装
設計を排除し、そして信頼性を増大させるという利点を
有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１のａ及びｂは、従来技術のタッチスクリー
ン及びそのコントローラの基本構造を表す。
【図２】図２は、従来技術の抵抗性タッチスクリーンコ
ントローラを表す。
【図３】図３は、従来技術の有機エレクトロルミネッセ
ンスディスプレイの構造を示す。従来技術による、ブラ
ケットを使って取り付けられたフラットパネルエレクト
ロルミネッセンスディスプレイとタッチスクリーンの組
合せ体を表す。
【図４】図４は、従来技術を用いて実現されるような、
フラットパネルエレクトロルミネッセンスディスプレイ
とタッチスクリーンの組合せ体を表す。
【図５】図５のａ及びｂは、タッチスクリーン及び一体
化されたタッチスクリーンコントローラを備えたエレク
トロルミネッセンスディスプレイの基本構造を表す。
【図６】図６は、電圧選択回路及び多重化回路を含むデ
ィスプレイ上に一体化されたタッチスクリーンコントロ
ーラの構成部品を有するエレクトロルミネッセンスタッ
チスクリーンディスプレイを表す。
【図７】図７は、電圧選択回路、多重化回路、アナログ
／デジタルコンバータ、及びデジタルトランスミッショ
ン回路を含むディスプレイ上に一体化されたタッチスク
リーンコントローラの構成部品を有するエレクトロルミ
ネッセンスタッチスクリーンディスプレイを表す。
【図８】図８は、電圧選択回路、多重化回路、アナログ
／デジタルコンバータ、計算回路及びデジタルトランス
ミッション回路を含むディスプレイ上に一体化されたタ
ッチスクリーンコントローラの構成部品を有するエレク
トロルミネッセンスタッチスクリーンディスプレイを表
す。
【図９】図９は、従来技術の４線式抵抗性タッチスクリ
ーンを表す。
【図１０】図１０のａ及びｂは、本発明の４線式タッチ
スクリーンを表す。
【図１１】図１１は、本発明の４線式タッチスクリーン
コントローラのための電圧選択回路及び多重化回路を表
す。
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【図１２】図１２は、従来技術の５線式抵抗性タッチス
クリーンを表す。
【図１３】図１３のａ及びｂは、本発明の５線式タッチ
スクリーンを表す。
【図１４】図１４は、本発明の５線式タッチスクリーン
コントローラのための電圧選択回路及び多重化回路を表
す。
【符号の説明】
１０…抵抗性タッチスクリーン
１２…基体
１４…接触感知素子
１６…ケーブル
１８…外部コントローラ
２０…下部回路層
２２…フレキシブルスペーサー層
２４…スペーサードット *
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*２６…上部回路層
２８…トップ保護層
３２…コネクタ
３４…電圧印加回路
３６…接触検出回路
３８…多重化回路
４０…アナログ／デジタルコンバータ
４２…計算回路
５０…金属バー
５４…抵抗ＩＴＯ被膜
６０…金属電極
６８…透明金属導電性領域
１２６…クロックデバイダ回路
１２９…Ｘ／Ｙ座標選択回路
１３４…トライステートバッファ
１２６…電子スイッチ

【図１】 【図２】

【図９】

【図１２】
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【図３】

【図４】

【図５】 【図１０】

【図１４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】

【図１３】
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